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10.2 騒音・低周波音 

10.2.1 調 査 

（1）調査内容 

① 騒音の状況 

ア．環境騒音 

調査項目は、環境騒音の騒音レベル（LA5、LA50、LA95、LAeq）とした。 

 

イ．道路交通騒音 

調査項目は、道路交通騒音レベル（LA5、LA50、LA95、LAeq）とした。 

 

② 低周波音の状況 

調査項目は、低周波音音圧レベル（G 特性音圧レベル、1/3 オクターブバンド音圧レベル）

とした。 

 

③ 道路交通の状況 

調査項目は、道路の構造及び自動車交通量とした。 

 

④ 音の伝ぱに影響を及ぼす地形・地物の状況 

調査項目は、音の伝ぱに影響を及ぼす地形・地物の状況とした。 

 

⑤ その他の予測・評価に必要な事項 

調査項目は、既存の騒音・低周波音の発生源の状況、学校、病院その他の環境の保全に

ついて配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況とした。 

 

（2）調査方法 

① 既存資料調査 

既存資料調査の調査方法は、以下に示すとおりである。 

 

ア．騒音の状況 

道路交通騒音レベル（LAeq）について、「令和5年度自動車交通騒音・道路振動実態調査

結果」の既存資料データを整理した。 

 

イ．道路交通の状況 

自動車交通量については、「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査

箇所別基本表」を整理した。 

 

ウ．音の伝ぱに影響を及ぼす地形・地物の状況 

音の伝ぱに影響を及ぼす地形・地物の状況については、「土地分類基本調査（地形分類

図）川越」等を整理した。 
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エ．その他の予測・評価に必要な事項 

既存の騒音・低周波音の発生源の状況、環境の保全についての配慮が特に必要な施設

の分布状況、住宅の分布状況については、「埼玉県医療機能情報提供システム」等の既存

資料を整理した。 

 

② 現地調査 

ア．騒音の状況 

環境騒音の騒音レベル（LA5、LA50、LA95、LAeq）及び道路交通騒音レベル（LA5、LA50、LA95、

LAeq）については、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年、環境庁告示第 64 号）に定

める「環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）」に準じて、計量法第 71 条の条件に合格した

普通騒音計及びメモリーカードを用いて測定した。 

 

イ．低周波音の状況 

低周波音音圧レベル（G 特性音圧レベル、1/3 オクターブバンド音圧レベル）について

は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月、環境庁）に準じて測

定した。 

 

ウ．道路交通の状況 

自動車交通量については、ハンドカウンターを用いて、方向別、時間別、車種別（大型車、

小型車、自動二輪車）に計測した。併せて、道路構造を現地確認した。 

 

（3）調査地域・地点 

① 既存資料調査 

騒音の状況及び道路交通の状況の調査地域は、計画地周辺地域とした。また、音の伝ぱ

に影響を及ぼす地形・地物の状況及びその他の予測・評価に必要な事項の調査地域は、計

画地及び周辺地域とした。 

 

② 現地調査 

ア．騒音の状況 

（ｱ）環境騒音 

調査地域は、計画地及び周辺地域とした。 

調査地点は、表 10.2.1-1 及び図 10.2.1-1 に示すとおり、計画地周辺地域における環境騒

音を代表して把握でき、かつ、住宅が分布する計画地南側（№A）の 1 地点と、計画地周辺地

域における環境騒音を代表して把握できる計画地北側（№B）の 1 地点の計 2 地点とした。 
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（ｲ）道路交通騒音 

調査地域は、図 10.2.1-1 に示すとおり、工事中の資材運搬等の車両及び供用時の関連

車両の主要な走行経路である圏央道川島インターチェンジ、一般国道 254 号、主要地方道

鴻巣川島線等を経由し、計画地に至る経路とした。 

調査地点は、表 10.2.1-1 及び図 10.2.1-1 に示すとおり、各道路沿道の計 5 地点とした。 

 

イ．低周波音の状況 

調査地域・地点は、環境騒音と同様とした。 

 

ウ．道路交通の状況 

調査地域は、道路交通騒音と同様とした。 

調査地点は、道路交通騒音の調査地点と同地点の道路断面とした。 

 

表 10.2.1-1 騒音、振動、低周波音及び交通量の現地調査地点 

項 目 調査地点 調査地点内容 

環境騒音・振動、低周波音 
№A 計画地南側 

№B 計画地北側 

道路交通騒音・振動、交通量 

№1 一般国道 254 号 

№2 一般国道 254 号 

№3 一般国道 254 号 

№4 主要地方道鴻巣川島線 

№5 主要地方道鴻巣川島線 

 

  



N

1,000ｍ5000

1：25,000

図10.2.1-1　騒音・振動・低周波音・自動車交通量の現地調査地点
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（4）調査期間・頻度 

① 既存資料調査 

既存資料調査の調査期間・頻度は、入手可能な最新年とした。 

 

② 現地調査 

ア．騒音の状況  

（ｱ）環境騒音 

調査期間・頻度は、以下に示すとおり、年 2 回（平日、休日）、各 1 日 24 時間測定とした。 

平日：令和 3 年 11 月 18 日（木）6:00～19 日（金）6:00 

休日：令和 4 年 2 月 26 日（土）11:00～27 日（日）11:00 

 

（ｲ）道路交通騒音 

調査期間・頻度は、以下に示すとおり、年 2 回（平日、休日）、各 1 日 24 時間測定とした。 

平日：令和 3 年 11 月 4 日（木）6:00～5 日（金）6:00 

休日：令和 3 年 11 月 6 日（土）6:00～7 日（日）6:00 

 

イ．低周波音の状況 

調査期間・頻度は、以下に示すとおり、年 2 回（平日、休日）、各 1 日 24 時間測定とした。 

平日：令和 3 年 11 月 18 日（木）6:00～19 日（金）6:00 

休日：令和 4 年 2 月 26 日（土）11:00～27 日（日）11:00  

 

ウ．道路交通の状況 

調査期間・頻度は、道路交通騒音と同様とした。 
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（5）調査結果 

① 騒音の状況 

ア．環境騒音 

（ｱ）現地調査 

環境騒音の調査結果は、表 10.2.1-2 及び表 10.2.1-3 に示すとおりである（詳細は、資料

編「4.騒音・低周波音」を参照）。 

等価騒音レベル（ＬAeq）は、平日において昼間 47～51 デシベル、夜間 49～52 デシベル、

休日において昼間 42～47 デシベル、夜間 43～48 デシベルであった。 

現地調査結果（等価騒音レベル（ＬAeq））を環境基準と比較すると、№A、№B とも平日の夜

間と№B の休日の夜間で環境基準を超過していた。 

 

表 10.2.1-2 環境騒音の現地調査結果（平日） 

単位：デシベル 

調査地点 
類型 
区分 

環境騒音の 
騒音レベル 

環境基準 
（LAeq） 

LAeq 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№A B 47 49 55 45 

№B B 51 52 55 45 

注）1．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 

2．昼間は 6～22 時、夜間は 22～6 時を示す。 

3．LAeq は等価騒音レベルを示す。 

4．環境基準の類型区分は、以下に示すとおりである。 

B    ：B 地域を当てはめる地域 

(第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域) 

 

表 10.2.1-3 環境騒音の現地調査結果（休日） 

単位：デシベル 

調査地点 
類型 
区分 

環境騒音の 
騒音レベル 

環境基準 
（LAeq） 

LAeq 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№A B 42 43 55 45 

№B B 47 48 55 45 

注）1．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 

2．昼間は 6～22 時、夜間は 22～6 時を示す。 

3．LAeq は等価騒音レベルを示す。 

4．環境基準の類型区分は、以下に示すとおりである。 

B    ：B 地域を当てはめる地域 

(第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域) 
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イ．道路交通騒音 

（ｱ）既存資料調査 

「第 3 章 3.2 3.2.1（3）①騒音の状況」参照。 

 

（ｲ）現地調査 

道路交通騒音の調査結果は、表 10.2.1-4 及び表 10.2.1-5 に示すとおりである（詳細は、

資料編「4.騒音・低周波音」を参照）。 

等価騒音レベル（ＬAeq）は、平日において昼間 60～72 デシベル、夜間 53～70 デシベル、

休日において昼間 59～71 デシベル、夜間 51～67 デシベルであった。 

現地調査結果（等価騒音レベル（ＬAeq））を環境基準と比較すると、平日は№1 の夜間と№2

及び№3 の昼夜ともに環境基準を超過し、休日は№2 の昼夜と№3 の夜間に環境基準を超過

していた。 

 

表 10.2.1-4 道路交通騒音の現地調査結果（平日） 

単位：デジベル 

調査地点 
類型 
区分 

道路交通騒音レベル 環境基準 
（LAeq） LAeq 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№1 幹線 69 68 70 65 

№2 幹線 72 70 70 65 

№3 幹線 71 69 70 65 

№4 幹線 65 61 70 65 

№5 幹線 60 53 70 65 
注）1．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 

2．昼間は 6～22 時、夜間は 22～6 時を示す。 
3．LAeq は等価騒音レベルを示す。 
4．環境基準の類型区分は、以下に示すとおりである。 

幹線 ：幹線交通を担う道路に近接する空間 
 

表 10.2.1-5 道路交通騒音の現地調査結果（休日） 

単位：デシベル 

調査地点 
類型 
区分 

道路交通騒音レベル 環境基準 
（LAeq） LAeq 

昼間 夜間 昼間 夜間 

№1 幹線 69 64 70 65 

№2 幹線 71 66 70 65 

№3 幹線 70 67 70 65 

№4 幹線 64 58 70 65 

№5 幹線 59 51 65 60 
注）1．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 

2．昼間は 6～22 時、夜間は 22～6 時を示す。 
3．LAeq は等価騒音レベルを示す。 
4．環境基準の類型区分は、以下に示すとおりである。 

幹線 ：幹線交通を担う道路に近接する空間  
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② 低周波音の状況 

ア．現地調査 

低周波音の調査結果は、表 10.2.1-6 及び表 10.2.1-7 に示すとおりである（詳細は、資料

編「4.騒音・低周波音」を参照）。 

低周波音の G 特性音圧レベル（LG5）の AP（オールパス）の値をみると、平日は№A で 71.0

～75.1 デシベル、№B で 74.2～77.7 デシベル、休日は№A で 65.9～86.6 デシベル、№B で

71.5～84.0 デシベルであった。 

低周波音については基準等が定められていないが、参考として、「ISO-7196」に示されてい

る感覚閾値（G 特性音圧レベルで約 100 デシベル）と比較すると、調査結果はいずれもこの感

覚閾値を下回っていた。 

 

表 10.2.1-6 低周波音の現地調査結果（G 特性音圧レベル（LG5）） 

単位：デシベル 

時間 
№A №B 

平 日 休 日 平 日 休 日 

6:00 73.0 68.9 76.5 72.8 

7:00 72.4 67.4 76.0 72.0 

8:00 72.1 65.9 76.4 72.1 

9:00 73.5 70.4 77.6 72.6 

10:00 73.2 68.5 77.7 73.1 

11:00 73.0 72.0 77.2 76.6 

12:00 74.1 78.5 77.0 81.0 

13:00 73.4 84.2 76.5 84.0 

14:00 72.6 86.6 76.4 82.9 

15:00 71.3 85.3 76.1 83.0 

16:00 71.1 80.5 75.5 79.3 

17:00 71.7 68.5 75.5 74.2 

18:00 71.0 66.6 74.4 72.9 

19:00 73.2 67.4 75.9 73.2 

20:00 72.8 68.0 75.1 73.4 

21:00 73.3 68.8 75.0 73.4 

22:00 72.6 69.2 74.2 73.3 

23:00 72.6 69.6 74.7 73.2 

0:00 72.5 69.3 74.6 73.3 

1:00 72.6 68.2 75.2 72.4 

2:00 72.8 67.6 74.9 72.1 

3:00 74.7 66.2 76.9 71.5 

4:00 75.1 67.5 77.4 72.5 

5:00 74.6 67.4 77.0 71.9 
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表 10.2.1-7 低周波音の現地調査結果（1/3 オクターブバンド（LG5）） 

単位：デシベル 

調査 
地点 

区分 
1/3 オクターブバンド中心周波数（Hz） 

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 

№A 
平日 25.1 29.6 33.8 36.9 40.1 43.0 45.5 47.2 48.3 50.9 57.3 64.4 68.2 69.9 

休日 37.3 42.9 47.6 51.5 54.6 57.8 60.9 63.8 66.5 68.5 69.6 69.8 70.5 70.6 

№B 
平日 24.7 29.4 33.6 36.4 39.4 42.5 43.8 45.2 46.4 50.4 58.7 66.7 71.3 73.3 

休日 34.5 39.9 44.6 48.5 51.8 55.0 58.0 61.0 63.6 66.1 67.6 69.3 71.1 72.1 

注）値は、周波数ごとのパワー平均値を示す。 

 

③ 道路交通の状況 

ア．自動車交通量 

（ｱ）既存資料調査 

「第 3 章 3.1 3.1.4（2）道路交通量」参照。 

 

（ｲ）現地調査 

道路交通騒音の調査地点における自動車交通量の調査結果は、表 10.2.1-8 に示すとお

りである（詳細は、資料編「4.騒音・低周波音」を参照）。 

24 時間断面交通量は、平日は 5,508～38,127 台、休日は 5,314～37,192 台であった。 

平日と休日を比較すると、全地点で平日に交通量が多い傾向がみられたが、大きな差はみ

られなかった。また、大型車の台数について平日と休日を比較すると、全ての地点で平日の方

が多い傾向がみられた。 

 

表 10.2.1-8 自動車交通量の現地調査結果 

調査地点 区 分 
断面交通量（台/24 時間） 大型車 

混入率 
（％） 大型車類 小型車類 合 計 二輪車 

№1 
平日 9,411  23,497  32,908  546 28.6 

休日 4,807  26,356  31,163  979  15.4  

№2 
平日 9,360  21,839  31,199  560  30.0  

休日 5,066  24,130  29,196  879  17.4  

№3 
平日 9,405  28,722  38,127  646  24.7  

休日 4,781  32,411  37,192  1,012  12.9  

№4 
平日 1,883  8,597  10,480  164  18.0  

休日 1,162  8,731  9,893  257  11.7  

№5 
平日 482  5,026  5,508  101  8.8  

休日 286  5,028  5,314  124  5.4  
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イ．道路構造 

（ｱ）現地調査 

道路交通騒音の調査地点における道路構造は、図 10.2.1-2（1）～（5）に示すとおりである。 

 

 

図 10.2.1-2（1） No.1 地点の道路断面図 

 

 

図 10.2.1-2（2） No.2 地点の道路断面図 

 

 

図 10.2.1-2（3） No.3 地点の道路断面図 

 

 

図 10.2.1-2（4） No.4 地点の道路断面図 

 

図 10.2.1-2（5） No.5 地点の道路断面図  
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車道　　　　　 路肩 路肩　　　　　車道

官民境界 官民境界　　　

至 川島IC 至 川越市

2車線 2車線

西 マイクロフォン 東

縁石 中央分離帯 縁石

歩道 路肩 車道 車道 路肩 歩道

0.2 0.4 0.4 0.2
3.3 0.6 3.3 3.3 1.4 3.3 3.3 0.6 3.3

単位：m

車道　　　　　 路肩 路肩　　　　　車道

　　　　官民境界 官民境界　　　　

至 川島IC 至 川越市

2車線 2車線

西 マイクロフォン 東
至 桶川市 至 国道254号

縁石

歩道 車道 車道 路肩

0.2
2.3 3.4 3.0 0.7

単位：m

　　　　官民境界 官民境界　　　  

中央線

　　　　官民境界　　　　

西 マイクロフォン 東

縁石

歩道 路肩 車道 車道 路肩

0.2
4.1 0.7 3.0 3.0 0.8

単位：m

官民境界　　　　

至 国道254号 至 坂戸市

中央線
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④ 音の伝ぱに影響を及ぼす地形・地物の状況 

ア．既存資料調査 

「第 3 章 3.2 3.2.4（1）地形の状況」参照。 

 

⑤ その他の予測・評価に必要な事項 

ア．既存の発生源の状況 

（ｱ）既存資料調査 

計画地及びその周辺の主な移動発生源としては、計画地西側を南北に走る一般国道 254

号、計画地北側を東西に走る圏央道、計画地の中央を北東から南西に走っている主要地方

道鴻巣川島線が挙げられる。 

 

イ．学校、病院、その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設及び住宅の分布状況 

（ｱ）既存資料調査 

「第 3 章 3.1 3.1.5 学校、病院その他の環境保全についての配慮が特に必要な施設及び

住宅の分布状況」参照。 

 



 

244 

10.2.2 予 測 

（1）建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

① 予測内容 

予測項目は、建設作業騒音レベル（LA5）及び環境騒音の騒音レベル（LAeq）とした。 

 

② 予測方法 

ア．予測手順 

予測手順は、図 10.2.2-1 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2.2-1 建設機械の稼働に伴う騒音の予測手順 

 

 

暗騒音 

工事計画の概要 
・工事区分、位置、延長 
・工事施工範囲 
・想定される工程 

実効騒音レベル（LAe f f）の予測 

建設機械の組み合わせ（ユニット） 
及びその数の設定 

施工範囲とユニットの配置 

建設機械の稼働時間 
補正値（ΔL） 

（計画地周辺）等価騒音レベル（ＬAeq） （敷地境界）90％レンジの上端値（ＬA5） 
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イ．予測式 

予測は、以下に示す「建設工事騒音の予測モデル “ASJ CN-Model 2007”（日本音響

学会誌 64 巻 4 号）」（平成 20 年 4 月、一般社団法人日本音響学会）を用いて行った。 𝐿஺௘௙௙,௜ ൌ 𝐿ௐ஺௘௙௙,௜ − 8 − 20 𝑙𝑜𝑔ଵ଴ 𝑟 ൅ 𝛥𝐿ௗ௜௙,௜ ൅ 𝛥𝐿௚௥௡ௗ,௜ ൅ 𝛥𝐿௔௜௥,௜ 𝐿஺ହ,௜ ൌ 𝐿஺௘௙௙,௜ ൅ 𝛥𝐿,௜ 
 

LA e f f , i  ：予測地点における建設機械のユニット（ i）からの実効騒音レベル [デシベル] 

LWA e f f , i  ：建設機械のユニット（ i）の A 特性実効音響パワーレベル [デシベル］ 

r  ：建設機械のユニット（ i）と予測地点間の距離 [ｍ] 

ΔLd i f , i  ：回折に伴う減衰に関する補正量 [デシベル]  
ΔLg r n f , i  ：地表面の影響に関する補正量 [デシベル] 

ΔLa ir, i  ：空気の音響吸収の影響に関する補正量[デシベル] 

LA 5 , i  ：予測地点における建設機械のユニット（ i）からの騒音レベルの 90％レンジの上端値  

[デシベル] 

ΔL, i  ：建設機械のユニット（ i）の補正値 [デシベル] 

 

【回折に伴う減衰に関する補正量】 𝛥𝐿ௗ௜௙ ൌ 𝛥𝐿ௗ,ଵ − 𝛥𝐿ௗ,଴ 
 

ΔLd i f  ：回折に伴う減衰に関する補正量[デシベル] 

ΔLd, 1  ：遮音壁の上部の回折パスにおける補正量[デシベル] 

ΔLd, 0  ：遮音壁の高さを0mとした下部の回折パスにおける補正量[デシベル] 

＜予測点Pから音源Sが見えない場合＞ ∆𝐿ௗ ൌ ቊ−10 𝑙𝑜𝑔ଵ଴ 𝛿 − 18.4        𝛿 ≥ 1−5 − 15.2𝑠𝑖𝑛ℎିଵሺ𝛿଴.ସଶሻ      0 ൑ 𝛿 ൏ 1 

＜予測点Pから音源Sが見える場合＞ ∆𝐿ௗ ൌ ൜−5 ൅ 15.2𝑠𝑖𝑛ℎିଵሺ𝛿଴.ସଶሻ    0 ൏ 𝛿 ൑ 0.073 0                                                 0.073 ൏ 𝛿  

 

 

 

 

 

 

S：音源 O：回折点  P：予測点 𝛿 ൌ 𝑆𝑂തതതത ൅ 𝑂𝑃തതതത − 𝑆𝑃തതതത  

δ  ：行路差[ｍ]  
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【地表面の影響に関する補正量】 

ここでは地表面の減衰量に関する補正量は、0 とした。 

 

【空気の音響吸収に関する補正量】 

ここでは空気の音響吸収に関する補正量は、0 とした。 

 

【等価騒音レベルの算出】 

周辺住居における建設機械のユニット（i）からの等価騒音レベルは、以下に示す式を用

いて建設機械の稼働時間を考慮し、算出した。 𝐿஺௜,஺௘௤ = 10 𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫𝑇௜/𝑇・10௅ಲ೔/ଵ଴൯ 
LA i , A e q   ：予測地点における建設機械のユニット（ i）からの等価騒音レベル [デシベル] 

T  ：対象とする時間区分の時間 [＝昼間 57,600s] 

Ti   ：対象とする時間区分における建設機械のユニット（ i）の稼働時間 [＝28,800s] 

LA i   ：予測地点における建設機械のユニット（ i）からの騒音レベル [デシベル] 

 

周辺住居における建設機械の稼働に伴う等価騒音レベルは、以下に示す複数音源によ

る騒音レベルの合成式を用いて算出した。 

 𝐿஺௘௤ = 10𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫10௅ಲ೔భ,ಲ೐೜/ଵ଴ + 10௅ಲ೔మ,ಲ೐೜/ଵ଴ ∙∙∙ +10௅ಲ೔೙,ಲ೐೜/ଵ଴ + 10௅ಳಸ,ಲ೐೜/ଵ଴൯ 
LA e q      ：予測地点における建設機械の稼働に伴う等価騒音レベル[デシベル] 

LA i 1 , A e q 、LA i 2 , A e q ～LA i n , A e q  ：予測地点における建設機械のユニットごとの等価騒音レベル[デシベル］ 

LB G , A e q      ：暗騒音（＝現況の環境騒音の騒音レベル）[デシベル] 

 

③ 予測地域・地点 

予測地域は、計画地周辺とし、90％レンジの上端値（ＬA5）の予測地点は、敷地境界最大

値出現地点、等価騒音レベル（LAeq）の予測地点は、図 10.2.2-2 に示す最も影響が大きい

と考えられる周辺住居（計画地北東側及び南東側住居）とした。 

予測高さは、1.2ｍとした。 

 

④ 予測時期等 

予測時期は、建設機械の稼働に伴う騒音の影響が最大になると考えられる時期として、

建設機械の稼働台数が最大となる工事開始 21～22 ヶ月目の台数を設定した（詳細は、資

料編「2.工事計画」を参照）。 
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⑤ 予測条件 

ア．ユニットの選定 

予測対象としたユニットは、表 10.2.2-1 に示すとおりとした。 

本工事の中から保全対象に与える影響が大きいと考えられる工種を選定し、類似するユ

ニットを設定した。 

 

表 10.2.2-1 予測対象ユニット 

当該工事内容 種 別 ユニット 対象月 

企業盛土及び建築工事 
盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） 21～22 ヶ月目 公園工事（雨水抑制施

設工事以外） 

道路工事 アスファルト舗装工 路盤工（上層・下層路盤） 21～22 ヶ月目 

公園工事 
（雨水抑制施設工事） 

掘削工 土砂掘削 21～22 ヶ月目 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土交通省国土技術政策
総合研究所、独立行政法人土木研究所） 

 

イ．ユニットの配置 

ユニットの配置は、図 10.2.2-2 に示すとおりである。 

予測時期に対応した工事区域を設定し、音源位置は、ユニットの中心に点音源として設

定した。 

 

ウ．ユニットのＡ特性実効音響パワーレベル及び補正値 

ユニットのＡ特性実効音響パワーレベル（LWAe f f）及び補正値（ΔL）は、表 10.2.2-2 に示

すとおりである。 

 

表 10.2.2-2 Ａ特性実効音響パワーレベル及び補正値 
単位：デシベル  

種 別 ユニット 
Ａ特性実効音響 

パワーレベル（LWA e f f） 
補正値 
（ΔL） 

盛土工（路体、路床） 盛土（路体、路床） 108 5 

アスファルト舗装工 路盤工（上層・下層路盤） 102 6 

掘削工 土砂掘削 103 5 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」 

（平成 25 年 3 月、国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所） 

 

エ．暗騒音 

等価騒音レベルの予測地点である住居の予測に用いる暗騒音は、環境騒音の現地調査

地点№A 及び B における昼間の調査結果（LAeq）から、平日と休日で騒音レベルが高い平

日の値を設定した。 

 

オ．回折減衰による補正 

工事用仮囲い（防音壁）による回折減衰を考慮した。  



N

200ｍ1000

1：5,000
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図10.2.2-2　建設機械の稼働に伴う騒音予測地点及びユニット配置図（工事開始21～22ヶ月目）

凡　例

：計画地

：企業盛土及び建築工事

：道路工事

：公園工事（雨水抑制施設工事以外）

：公園工事（雨水抑制施設工事）

建設機械のユニット

：盛土（路体・路床）

：土砂掘削

：路盤工（上層、下層路盤）

：等価騒音レベル予測地点

：仮囲い（高さ2～3ｍ）

北東側住居北東側住居

南東側住居南東側住居
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⑥ 予測結果 

敷地境界における建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（LA5）は、表 10.2.2-3(1)に示

すとおり、敷地境界最大値で 80 デシベルである。 

また、周辺住居等における建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（LAeq）は、表 10.2.2-

3(2)に示すとおり 53～55 デシベル、暗騒音と合成した騒音レベルは 54～56 デシベルであ

る。 

 

表 10.2.2-3(1) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（LA5、敷地境界） 

予測地点 予測項目 
予測結果 
(デシベル) 

最大値 
出現位置 

敷地境界上 
最大値出現地点 

LA5 80 
計画地東側 
敷地境界 

 

 

表 10.2.2-3(2) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（LAeq、計画地周辺） 

予測地点 予測項目 

予測結果（デシベル) 

暗騒音 
レベル 

A 

建設作業 
騒音レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

北東側住居 
LAeq 

51 55 56 

南東側住居 47 53 54 
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（2）資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 

① 予測内容 

予測項目は、道路交通騒音レベル（LAeq）の変化の程度とした。 

 

② 予測方法 

ア．予測手順 

予測手順は、図 10.2.2-3 に示すとおりとした。 

 

                                 【現 況】            【工事中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2.2-3 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測手順 

 

イ．予測式 

予測は、以下に示す「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2023”（日本音響

学会誌 80 巻 4 号）」（令和 6 年 4 月、一般社団法人日本音響学会）を用いて行った。 

 

現況交通量 

（現地調査結果） 

工事中交通量 

現況交通量による 

等価騒音レベル 

（予測計算値） 

工事中交通量による 

等価騒音レベル 

（予測計算値） 

資材運搬等の車両による 

騒音増加レベル 

（予測計算値） 
工事中交通量による 

等価騒音レベル 

（予測結果） 

資材運搬等の車両台数 

 ・道路条件 
 ・パワーレベル 

現況交通量による 

等価騒音レベル 

（現地調査結果） 

工事中基礎交通量 

（＝現況交通量） 
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（ｱ）ユニットパターン計算 

道路上を１台の自動車が走行したときに求められるＡ特性音圧レベル（ＬpA）は、次式を用

いて算出した。 

なお、予測値が最も大きくなるように、地表面効果による補正量については⊿Ｌgr nd  =0 と

なるよう、「コンクリート・アスファルト」のものとした。また、空気の音響吸収による補正量につ

いても、道路と予測地点の最短距離が 100ｍ以下の場合は、空気の音響吸収による減衰は

無視できるものとして、⊿Ｌa i r=0 とした。 

 

 

 
LA , j    ： i 番目の音源位置から予測地点に伝搬するＡ特性音圧レベル [デシベル] 

LWA , i    ： i 番目の音源位置における自動車走行騒音のＡ特性音響パワーレベル [デシベル] 

ｒ i     ： i 番目の音源位置から予測地点までの直達距離 [ｍ] 

⊿Ld i f    ：回折に伴う減衰に関する補正量 [デシベル] 

⊿Lg r n d   ：地表面効果による減衰に関する補正量 [デシベル] 

⊿Lα i r   ：空気の音響吸収による減衰に関する補正量 [デシベル] 

 

パワーレベル式については、予測地点 No.2、5 は非定常走行区間のパワーレベル式を、

その他の地点は定常走行区間のパワーレベル式を用いた。 

 

【定常走行区間】 

  大型車類 ：LWA＝53.2＋30 log10V＋C 
  小型車類 ：LWA＝45.8＋30 log10V＋C 
  自動二輪車：LWA＝49.6＋30 log10V＋C 

 

【非定常走行区間】 

  大型車類 ：LWA＝88.8＋10 log10V＋C 
  小型車類 ：LWA＝81.4＋10 log10V＋C 
  自動二輪車：LWA＝85.2＋10 log10V＋C 
 

LWA  ：自動車のパワーレベル［デシベル］  

V ：走行速度[km/h］  

C ：基準値に対する補正項（※本予測では考慮していない）  

 C＝⊿Lsurf＋⊿Lgrad＋⊿Ldir＋⊿Letc 

⊿Lsu rf  ：排水性舗装等による騒音低減に関する補正量［デシベル］  

⊿Lg rad  ：道路の縦断勾配による走行騒音の変化に関する補正量［デシベル］  

⊿Ldi r  ：自動車走行騒音の指向性に関する補正量［デシベル］  

⊿Le tc  ：その他の要因に関する補正量［デシベル］  

airgrnddifii,WAi,A LLLrlogLL ⊿⊿⊿　  10208
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（ｲ）単発騒音暴露レベル計算 

予測地点 No.2 の北側に近接して PCT 桁橋が存在するため、予測地点 No.2 について

は散乱反射法により高架裏面反射音の影響を合成した。 

計算式は以下を用い、高架裏面反射音、裏面地面反射音を計算し、反射音の最大値

（経路別反射音の合成値）から-15 デシベルの範囲の反射音を直接音に合成した。 

反射面は高架裏面高さの 1/4 以下を一辺とする四角形に分割して計算した。 

 

 

LWA     ：自動車のパワーレベル［デシベル］ 

Sj      ：分割した各反射面の面積［m2］ 

θ j     ：分割した各反射面の中心に対する入射角［°］ 

Ψ j     ：分割した各反射面の中心に対する反射角［°］ 

r j      ：音源から分割した各反射面の中心までの距離［m］ 

Rj     ：予測点から分割した各反射面の中心までの距離［m］ 

Dj      ：回折係数 

⊿Ld i f , s b , j  ：回折補正量［デシベル］ 

ρ j      ：反射面の反射率［ = 1-α j］ 

α j      ：吸音率［ コンクリートとして 0.00 とした。］ 

 

（ｳ）単発騒音暴露レベル計算 

ユニットパターンの時間積分値である単発騒音暴露レベル（ＬA E）は、次式を用いて算出

した。 

 

 

LA E  ：単発騒音暴露レベル［デシベル］ 

LA , i  ：Ａ特性音圧レベル［デシベル］ 

T0  ：基準時間［=１ｓ］ 

⊿ t i  ：音源が i 番目の区間に存在する時間［ｓ］ 

  



 

253 
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（ｴ）等価騒音レベル計算 

平均化時間１時間の等価騒音レベル（ＬAe q , 1h）は、次式を用いて算出した。 

 

 

 

 

LA e q , 1 h  ：平均化時間１時間の等価騒音レベル［デシベル］ 

LA E   ：単発騒音暴露レベル［デシベル］ 

Ｎ  ：１時間交通量［台/h］ 

 

（ｵ）等価騒音レベルの合成計算 

以上の計算を上下線別・車線別に行い、それらの結果を合成することにより、道路全体か

らの等価騒音レベル（ＬAeq）を算出した。 

 

③ 予測地域・地点 

予測地点は、道路交通騒音の現地調査地点と同地点（資材運搬等の車両の主要な走行

経路である 5 地点、ただし№4 は住宅の位置に配慮し、№4 は北側に約 75m 移動した地点）

とした（図 10.1.2-6 参照）。 

 

④ 予測時期等 

予測時期は、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響が最大と考えられる時期として、

資材運搬等の車両の走行台数が最大となる工事開始 23～24 ヶ月目を設定した（詳細は、

資料編「2.工事計画」を参照）。 
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⑤ 予測条件 

ア．音源の高さ及び間隔 

騒音源（自動車）のモデルは、無指向性点音源が反射面（路面）上にあり、半自由空間に

音を放射しているものとした。道路に対する予測地点からの垂線と車線の交点を中心とした

±20L（L:道路の中心線と予測点の距離）の範囲の車線上に離散的に音源を設定した。 

 

イ．交通条件 

予測時期における資材運搬等車両台数及び工事中交通量は、表 10.2.2-4 に示すとおり

である（詳細は、資料編「2.工事計画」を参照）。 

工事中交通量の算出にあたっては、工事中基礎交通量に、工事開始 23～24 ヶ月目の資

材運搬等車両台数を加えて算出した。 

工事中基礎交通量は、現地調査結果のうち、大型車が多い平日の交通量を設定した。時

間別の資材運搬等車両台数は、資材運搬車両（大型車）については建設機械の稼働時間

の 8～17 時（12～13 時を除く）を想定し、通勤車両（小型車）は通勤時間等を考慮して配分

した。 

 

表 10.2.2-4 資材運搬等車両台数及び工事中交通量 

単位：台/日  

予測地点 車種分類 
工事中 

基礎交通量 
A 

資材運搬等 
車両台数 

B 

工事中 
交通量 
A+B 

№1 

大型車 9,411 16 9,427 

小型車 23,497 24 23,521 

合 計 32,908 40 32,948 

二輪車 546 0 546 

№2 

大型車 9,360 80 9,440 

小型車 21,839 24 21,863 

合 計 31,199 104 31,303 

二輪車 560 0 560 

№3 

大型車 9,405 80 9,485 

小型車 28,722 24 28,746 

合 計 38,127 104 38,231 

二輪車 646 0 646 

№4 

大型車 1,883 20 1,903 

小型車 8,597 6 8,603 

合 計 10,480 26 10,506 

二輪車 164 0 164 

№5 

大型車 482 20 502 

小型車 5,026 6 5,032 

合 計 5,508 26 5,534 

二輪車 101 0 101 

 

ウ．走行速度 

走行速度は、「10.1 大気質 （2）資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響」と同

様、表 10.1.2-11 に示した予測地点における規制速度とした。
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エ．道路条件 

予測地点の道路断面は、図 10.2.2-4 に示すとおりである。また、道路構造は平坦とした。 

 

 

 

＜№１＞ 

 

＜№2＞ 

 

＜№3＞ 

 

＜№4＞ 

 

＜№5＞ 

 

図 10.2.2-4 道路断面図 
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⑥ 予測結果 

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測結果（LAeq）は、表 10.2.2-5 に示すとおりで

ある。 

資材運搬等の車両が走行する工事中交通量による騒音レベルは 60～72 デシベル、資

材運搬等の車両による騒音の増加レベルは 0.0～0.1 デシベルである。 

 

表 10.2.2-5 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測結果（ＬAeq） 

予測地点 方向 

予測結果（デシベル） 

工事中基礎交通量 
による騒音 

レベル 
A 

工事中交通量 
による騒音 

レベル 
B 

資材運搬等の 
車両による 

騒音増加レベル 
B-A 

№1 
東 側※ 69 （69.4） 69 （69.4） 0.0 

西 側 69 （69.4） 70 （69.5） 0.1 

№2 
東 側※ 72 （72.2） 72 （72.2） 0.0 

西 側 72 （72.1） 72 （72.1） 0.0 

№3 
東 側 71 （70.5） 71 （70.6） 0.1 

西 側※ 71 （70.7） 71 （70.7） 0.0 

№4 
東 側 67 （66.7） 67 （66.7） 0.0 

西 側※ 65 （64.7） 65 （64.7） 0.0 

№5 
東 側 64 （63.6） 64 （63.6） 0.0 

西 側※ 60 （59.7） 60 （59.8） 0.1 

注）方向の欄の「※」は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
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（3）施設の稼働に伴う騒音の影響 

① 予測内容 

予測項目は、施設騒音レベル（LA5）及び環境騒音の騒音レベル（LAeq）とした。 

 

② 予測方法 

ア．予測手順 

予測手順は、図 10.2.2-5 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2.2-5 施設の稼働に伴う騒音の予測手順 
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イ．予測式 

（ｱ）工業施設の稼働に伴う騒音 

予測は、以下に示す伝ぱ理論式を用いて行った。 

 

【室内伝ぱ計算式】 

外壁面における放射パワーレベルは、設備機器の音響パワーレベル、内壁面の吸音率、

外壁面の透過損失および面積によって決まる。 

外壁面の放射パワーレベルの算出にあたっては、建物外壁面を約 1ｍ×1ｍの矩形に分

割し、パワーレベルが等価な点音源として取り扱った。このとき、外壁面上に配置した各点

音源の音響パワーレベルは、次式により求めた。 

 

 

 

Ls ：1ｍ×1ｍの外壁面の放射パワーレベル  [デシベル] 

Lw ：設備機器の音源のパワーレベル  [デシベル] 

A ：室内吸音力  （内壁面の平均吸音率×内壁面の面積）[ｍ 2]  

TL ：分割壁の総合透過損失  [デシベル] 

 

また、各点音源の音響パワーレベルは、次式により求めた。 

 

 

Lri  ：矩形に分割した外壁面における放射パワーレベル  [デシベル] 

Si ：点音源に代表させた矩形面積  [ｍ 2]  

 

【屋外伝ぱ計算式】 

室内伝ぱ計算により求められた分割壁上の放射点から予測地点への伝ぱ騒音レベルの

算出にあたっては、以下に示す距離減衰の式を用いた。 

 

    

Ｌr ：予測地点における設備機器からの騒音レベル［デシベル］  

Ｌri  ：放射点パワーレベル［デシベル］  

ｒ  ：放射点と予測地点間の距離［ｍ］  

ΔＬd , I  ：回折減衰量［デシベル］  

Q ：指向係数  

 

また、屋外音源についても、同様の伝ぱ計算式を用いた。 

  64log10 10  TLALL WS

SiLLri S 10log10

  idLQrLriLr ,1010 4/log10log20 ⊿ 
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【建物による回折減衰量】 

建物のウェッジによる回折減衰量 ΔＬd, i は、開き角を考慮し、以下の式で算出した。 

 

⊿𝐿ௗ,௜  =  −10.5− 10𝑙𝑜𝑔𝑁 −2.5 ± 9.08𝑠𝑖𝑛ℎିଵሺ|𝑁|଴.ସ଼ହሻ 0 

𝑁 ≥ 1 1 > 𝑁 ≥ −0.0718 𝑁 < −0.0718 

N  ：フレネル数   N＝2δ /λ 

δ  ：経路差  [ｍ] 

λ  ：波長  [ｍ]＝c/f  
c ：音速  [＝340ｍ/ｓ] 

f  ：周波数  [Hz] 

 

【複数音源の合成】 

予測地点における工業施設からの騒音レベルは、以下に示す複数音源による騒音レベ

ルの合成式を用いて算出した。 

 𝐿஺ = 10𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫10௅ಲ೔భ/ଵ଴ + 10௅ಲ೔మ/ଵ଴ ∙∙∙ +10௅ಲ೔೙/ଵ଴൯ 
LA   ：予測地点における工業施設からの合成騒音レベル[デシベル] 

LA i 1、LA i 2～LA i n  ：予測地点における工業施設の設備機器ごとの騒音レベル[デシベル］ 

 

【等価騒音レベルの算出】 

周辺住居における工業施設からの等価騒音レベルは、以下に示す式を用いて設備機器

の稼働時間を考慮し、算出した。 𝐿஺௜,஺௘௤ = 10 𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫𝑇௜/𝑇・10௅ಲ೔/ଵ଴൯ 
LA i , A e q   ：予測地点における設備機器（ i）からの等価騒音レベル [デシベル] 

T  ：対象とする時間区分の時間 [＝昼間 57,600s、夜間 28,800s] 

Ti   ：対象とする時間区分における設備機器の稼働時間 [s] 

LA i   ：予測地点における設備機器（ i）からの騒音レベル [デシベル] 

 

周辺住居における工業施設からの等価騒音レベルは、上記の「複数音源の合成」で示し

た合成式を用いて算出した。 

 

（ｲ）関連車両の走行に伴う騒音 

予測式は、「（2）資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 ②予測方法」と同

様とした。 
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（ｳ）施設の稼働に伴う騒音 

施設の稼働に伴う等価騒音レベルは、以下に示す複数音源による騒音レベルの合

成式を用いて算出した。 𝐿஺௘௤ = 10𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫10௅ಲ,ಲ೐೜/ଵ଴ + 10௅ಳ,ಲ೐೜/ଵ଴ + 10௅ಳಸ,ಲ೐೜/ଵ଴൯ 
LA e q   ：予測地点における施設の稼働に伴う等価騒音レベル[デシベル] 

LA , A e q   ：予測地点における工業施設からの等価騒音レベル[デシベル] 

LB , A e q   ：予測地点における関連車両からの等価騒音レベル[デシベル] 

LB G , A e q   ：暗騒音（＝現況の環境騒音の騒音レベル）[デシベル] 

 

③ 予測地域・地点 

予測地域は計画地周辺とし、90％レンジの上端値（LA5）の予測地点は、敷地境界最大値

出現地点、等価騒音レベル（LAeq）の予測地点は、図 10.2.2-6 に示す最も影響が大きいと

考えられる周辺住居とした。 

なお、予測高さは、敷地境界では 1.2ｍ、周辺住居では建物の階数及び高さを考慮し、

住居の予測地点は 1.2ｍ及び 4.2m（2 階高さ相当）とした。 

 

④ 予測時期等 

予測時期は、進出企業の事業活動が定常状態となる時期とした。 
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図10.2.2-6　施設の稼働に伴う騒音予測地点及び音源の位置

凡　例

：計画地

注）〇番号は建物番号を示す。

：緩衝緑地帯

：供用時建物

：等価騒音レベル予測地点

：屋外音源位置
　（ルーフファン）

：関連車両走行経路

⑤

④

②

③

①
北東側住居北東側住居

南東側住居南東側住居
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⑤ 予測条件 

ア．工業施設の稼働に伴う騒音 

（ｱ）業種の設定 

本事業においては、主に製造業及び運輸業の立地を想定しているが、詳細な業種につ

いては未定のため、施設の稼働による騒音の予測条件については、機械保有台数が最も

多い輸送用機械器具製造業（第二次金属加工機械）を設定した。 

 

（ｲ）屋内音源の種類及び台数 

屋内音源は、「平成 6 年 特定機械設備統計調査」（平成 11 年 3 月、経済産業省）の産

業小分類別工作機械設備等設置状況及び「平成 28 年経済センサス-活動調査産業別集

計（製造業）「用地用水編」」（平成 29 年 12 月、経済産業省）の敷地面積から、敷地面積当

たりの機械保有台数を算出し、本事業の敷地面積を乗じることにより算出した。 

敷地面積当たりの 機械保有台数は表 10.2.2-6 に 、屋内音源の 種類及び台数は表

10.2.2-7 に示すとおりである。屋内音源の位置は、各進出企業の建物の中心（地表面レベ

ル）とした。 

 

表 10.2.2-6 敷地面積当たりの機械保有台数（輸送用機械器具製造業） 

項 目 
機 械 

敷地面積 
（ha） 

機械保有台数 
（台） 

敷地面積当たりの 
機械保有台数（台/ha） 

ベンディングマシン  

18,171 

6,454 0.4 

液圧プレス  17,493 1.0 

機械プレス  27,043 1.5 

せん断機  3,111 0.2 

鍛造機 1,179 0.1 

ワイヤーフォーミングマシン 583 0.1 未満  

出典：「平成6年 特定機械設備統計調査」（平成11年3月、経済産業省） 
「平成28年 経済センサス－活動調査産業別集計（製造業）「用地用水編」」（平成29年12月、経済
産業省） 

 

表 10.2.2-7 屋内音源の種類及び台数 

区画 
番号 

本事業の 
敷地面積 

（ha） 

屋内音源（台） 
合 計 
（台） 

ベンディング 
マシン 

液圧 
プレス 

機械 
プレス 

せん断機 鍛造機 
ワイヤー 

フォーミング 
マシン 

① 2.1 1 2 3 0 0 0 6 

② 5.6 2 6 8 1 1 1 19 

③ 2.4 1 2 4 0 0 0 7 

④ 6.8 3 7 10 1 1 1 23 

⑤ 5.8 2 6 9 1 1 1 20 
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（ｳ）屋外音源の種類及び台数 

屋外音源は、ルーフファンを設定することとし、流通施設のヒアリングデータより、ルーフフ

ァン 1 台当たりの容積原単位を算定し、これに本事業における建物容積を乗じることにより

算出した。 

ルーフファン 1 台当たりの容積原単位は表 10.2.2-8 に、各区画の屋外音源の台数は表

10.2.2-9 及び図 10.2.2-6 に示すとおりである。 

 

表 10.2.2-8 屋外音源の原単位（事例調査） 

屋外音源  
設置基数 

（台） 
事例建物容積 

（㎥） 
原単位 

（㎥/台） 

ルーフファン  13 1,092,000 84,000 

 

表 10.2.2-9 各区画内建物の屋外音源の台数 

建物 
番号 

建物寸法 
建物容積 

（㎥） 
原単位 

（㎥/台） 

ルーフ 
ファン台数 

（台） 
建築面積

（㎡） 
建物高さ

（ｍ） 

① 6,500 25 162,500 

84,000 

2 

② 17,290 30 518,700 6 

③ 6,600 25 165,000 2 

④ 31,775 30 953,250 11 

⑤ 28,350 30 850,500 10 

 

（ｴ）稼働時間帯の設定 

施設の稼働時間は、24 時間とした。 

 

（ｵ）屋内音源及び屋外音源の騒音レベル 

屋内音源及び屋外音源の騒音レベルは、表 10.2.2-10 に示すとおりである。 

予測においては周波数ごとに計算を行い、合成した。 

 

表 10.2.2-10 屋内音源及び屋外音源の騒音レベル 

                                          単位：デシベル 

設備機器 
中心周波数（Ｈz） 機側 

距離 

（ｍ） 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8ｋ 

ベンディングマシン 48 63 71 72 78 77 82 72 1 

液圧プレス 48 54 65 82 84 83 70 57 1 

機械プレス 68 79 80 92 92 91 90 82 1 

せん断機 56 63 77 90 96 98 97 85 1 

鍛造機 70 63 75 83 93 96 96 87 1 

ワイヤーフォーミングマシーン 36 52 60 68 70 71 69 62 1 

ルーフファン 50 64 69 73 77 69 65 － 1 

注）1．騒音レベルは A 特性音圧レベルである。 
2．ルーファンは、壁等で囲うこととし、文献値より 10 デシベル減じた値とした。 

出典：「騒音制御工学ハンドブック」（平成 13 年 4 月、日本騒音制御工学会） 
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（ｶ）壁材の吸音率及び透過損失 

建屋内壁の吸音率は表 10.2.2-11 に、建屋外壁等の透過損失は表 10.2.2-12 に示すと

おりである。 

 

表 10.2.2-11 建屋内壁の吸音率  

単位：デシベル 

部位 部 材 
中心周波数（Ｈz） 

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8ｋ 

壁 ＡＬＣ100mm (0.06) 0.06 0.05 0.07 0.08 0.09 0.12 (0.12) 

天井 鉄板 (0.13) 0.13 0.12 0.07 0.04 0.04 0.04 (0.04) 

床 コンクリート (0.01) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 (0.03) 

注）（ ）内の数値は、その他の周波数帯の数値から想定したものである。 
出典：「騒音制御工学ハンドブック」（平成 13 年 4 月、日本騒音制御工学会） 

「日本建築学会設計計画 4 建築の音環境設計（新訂版）」（昭和 58 年 4 月、日本建築学会） 

 

表 10.2.2-12 建屋外壁等の透過損失 

単位：デシベル 

部位 部 材 
中心周波数（Ｈz） 

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8ｋ 

壁 ＡＬＣ100mm (30) 31 32 29 37 46 51 (51) 

天井 鉄板 (15) 17 19 24 28 33 38 (38) 

注）（ ）内の数値は、その他の周波数帯の数値から想定したものである。 
出典：「騒音制御工学ハンドブック」（平成 13 年 4 月、日本騒音制御工学会） 

 

イ．関連車両の走行に伴う騒音 

（ｱ）音源の高さ及び間隔 

区画道路における車両走行ルート上に約 5ｍ間隔で音源を配置した。 

 

（ｲ）交通条件 

区画道路を走行する車両台数は、環境への負荷が最大となる運輸業を設定し、物流系

用地における発生集中交通量である大型車 1,642 台、小型車 1,458 台とした。 

 

（ｳ）車両の走行速度及びパワーレベル 

区画道路を走行する車両の走行速度は、30km/h を設定した。パワーレベル式について

は、非定常走行区間のパワーレベル式を用いた（詳細は、「(2)資材運搬等の車両の走行に

伴う騒音の影響 ②予測方法 イ.予測式」を参照）。 

 

（ｴ）走行ルート 

各区画からの発生集中交通量を踏まえ、区画道路を走行する車両の走行ルートを設定し

た。走行ルートは、図 10.2.2-6 に示すとおりである。 

 

ウ．暗騒音 

等価騒音レベルの予測地点である住居の予測に用いる暗騒音は、環境騒音の現地調査

地点№A 及び B における昼間及び夜間の調査結果（LAeq）から、平日と休日で騒音レベル

が高い平日の値をそれぞれ設定した。
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⑥ 予測結果 

敷地境界における施設の稼働に伴う騒音の予測結果（LA5）は、表 10.2.2-13(1)に示すと

おり、敷地境界最大値で 43 デシベルである。 

また、周辺住居等における施設の稼働に伴う騒音の予測結果（LAeq）は、表 10.2.2-13(2)

に示すとおり、施設騒音レベルは昼間 43～53 デシベル、夜間 41～51 デシベルであり、暗

騒音と合成した騒音レベルは昼間 49～55 デシベル、夜間 50～55 デシベルである。 

 

表 10.2.2-13(1) 施設の稼働に伴う騒音の予測結果（LA5、敷地境界） 

予測地点 
予測高さ

(m) 
予測項目 

予測結果 
(デシベル) 

最大値 
出現位置 

敷地境界上 
最大値出現地点 

1.2 LA5 43 
計画地東側
敷地境界 

 

表 10.2.2-13(2) 施設の稼働に伴う騒音の予測結果（LAeq、計画地周辺） 

予測地点 
時間 
区分 

予測高さ 
(ｍ) 

予測項目 

予測結果（デシベル） 

暗騒音 
レベル 

A 

施設騒音 
レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

北東側住居 

昼間 
4.2（2F） 

LAeq 

51 53 55 

1.2（1F） 51 53 55 

夜間 
4.2（2F） 52 51 55 

1.2（1F） 52 51 55 

南東側住居 

昼間 
4.2（2F） 47 43 49 

1.2（1F） 47 43 49 

夜間 
4.2（2F） 49 41 50 

1.2（1F） 49 41 50 

注）時間区分：昼間 6 時～22 時、夜間 22 時～6 時 
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（4）供用時の自動車交通の発生に伴う騒音の影響 

① 予測内容 

予測項目は、道路交通騒音レベル（LAeq）の変化の程度とした。 

 

② 予測方法 

ア．予測手順 

予測手順は、図 10.2.2-7 に示すとおりとした。 

 

                                     【現 況】             【供用時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2.2-7 関連車両の走行に伴う騒音の予測手順 

 

イ．予測式 

予測式は、「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 ②予測方法」と同様とした。 

 

③ 予測地域・地点 

「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響」と同様とした。 

 

④ 予測時期等 

予測時期は、進出企業の事業活動が定常状態となる時期とした。 

 

⑤ 予測条件 

ア．音源の高さ及び間隔 

「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響」と同様とした。 

  

現況交通量 

（現地調査結果） 

将来交通量 

現況交通量による 

等価騒音レベル 

（予測計算値） 

将来交通量による 

等価騒音レベル 

（予測計算値） 

関連車両による 

騒音増加レベル 

（予測計算値） 
将来交通量による 

等価騒音レベル 

（予測結果） 

関連車両台数 

 ・道路条件 
 ・パワーレベル 

現況交通量による 

等価騒音レベル 

（現地調査結果） 

将来基礎交通量 
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イ．交通条件 

関連車両台数は、環境への負荷が最大となる運輸業を基に設定した。 

予測時期における関連車両台数及び将来交通量は、表 10.2.2-14 に示すとおりである。 

将来交通量の算出にあたっては、将来基礎交通量に、関連車両台数を加えて算出した

（詳細は、資料編「1.交通計画」を参照）。 

将来基礎交通量は、現地調査結果のうち、大型車が多い平日の交通量を設定した。 

表 10.2.2-14 関連車両台数及び将来交通量 

単位：台/日 

予測地点 車種分類 
将来 

基礎交通量 
A 

関連車両 
台数 

B 

将来 
交通量 
A+B 

№1 

大型車 9,411 230 9,641 

小型車 23,497 102 23,599 

合 計 32,908 332 33,240 

二輪車 546 0 546 

№2 

大型車 9,360 1,152 10,512 

小型車 21,839 102 21,941 

合 計 31,199 1,254 32,453 

二輪車 560 0 560 

№3 

大型車 9,405 331 9,736 

小型車 28,722 570 29,292 

合 計 38,127 901 39,028 

二輪車 646 0 646 

№4 

大型車 1,883 86 1,969 

小型車 8,597 498 9,095 

合 計 10,480 584 11,064 

二輪車 164 0 164 

№5 

大型車 482 86 568 

小型車 5,026 294 5,320 

合 計 5,508 380 5,888 

二輪車 101 0 101 

ウ．走行速度 

「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響」と同様とした。 

エ．道路条件 

予測地点の№2 以外については、「(2)資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響」と同

様とし、予測地点の№2 については、将来は本事業により、計画地側の東側歩道の拡幅を

行うため、拡幅後の道路断面とし、図 10.2.2-8 に示すとおりとした。また、道路勾配は、平

坦道路とした。 

 

＜№2＞ 

図 10.2.2-8 道路断面図  

西　 東

縁石 中央分離帯 縁石

歩道 路肩 車道 車道 路肩 歩道

0.2 0.3 0.3 0.2
3.6 0.7 3.3 3.4 3.8 3.3 3.3 0.7 5.0

単位：m

車道　　　　　 路肩 路肩　　　　　車道

官民境界 官民境界　　　

至 川島IC 至 川越市

2車線 2車線◎
1.2

◎
1.2
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⑥ 予測結果 

自動車交通の発生に伴う騒音の予測結果（LAeq）は、表 10.2.2-15 に示すとおりである。 

関連車両が走行する将来交通量による騒音レベルは、昼間 60～72 デシベル、夜間 55

～70 デシベル、関連車両による騒音の増加レベルは、昼間 0.1～0.4 デシベル、夜間 0.1

～1.2 デシベルである。 

 

表 10.2.2-15 自動車交通の発生に伴う騒音の予測結果（LAeq） 

予測 
地点 

時間 
区分 

方 向 

予測結果（デシベル） 

将来基礎交通量 
による 

騒音レベル 
A 

将来交通量 
による 

騒音レベル 
B 

関連車両 
による 

騒音増加レベル 
B-A 

№1 

昼 間 
東 側※ 69 (69.4) 70 (69.5) 0.1 

西 側 69 (69.4) 70 (69.5) 0.1 

夜 間 
東 側※ 68 (67.6) 68 (67.7) 0.1 

西 側 68 (67.5) 68 (67.6) 0.1 

№2 

昼 間 
東 側※ 71 (71.2) 72 (71.6) 0.4  

西 側 72 (72.1) 72 (72.4) 0.3  

夜 間 
東 側※ 69 (68.8) 69 (69.3) 0.5  

西 側 70 (69.5) 70 (69.9) 0.4  

№3 

昼 間 
東 側 71 (70.5) 71 (70.6) 0.1  

西 側※ 71 (70.7) 71 (70.8) 0.1  

夜 間 
東 側 69 (68.8) 69 (69.0) 0.2  

西 側※ 69 (68.8) 69 (69.0) 0.2  

№4 

昼 間 
東 側 67 （66.7） 67 （66.9） 0.2 

西 側※ 65 （64.7） 65 （64.9） 0.2 

夜 間 
東 側 63 （62.9） 63 （63.3） 0.4 

西 側※ 61 （60.7） 61 （61.1） 0.4 

№5 

昼 間 
東 側 64 （63.6） 64 （63.9） 0.3 

西 側※ 60 （59.7） 60 （60.1） 0.4 

夜 間 
東 側 58 （57.8） 59 （58.8） 1.0 

西 側※ 53 （53.3） 55 （54.5） 1.2 
注）1．時間区分：昼間6時～22時、夜間22時～6時 

2．方向の欄の「※」 は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
3．№2の将来基礎交通量による騒音レベルについては、現地調査を実施した東側についても

供用時の道路幅員で求めた値である。 
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（5）施設の稼働に伴う低周波音の影響 

① 予測内容 

予測項目は、低周波音音圧レベルの変化の程度とした。 

 

② 予測方法 

ア．予測手順 

予測手順は、図 10.2.2-9 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2.2-9 施設の稼働に伴う低周波音の予測手順 

 

イ．予測式 

予測は、以下に示す伝ぱ理論式を用いて行った。 

【距離減衰式】 

半自由空間における距離減衰式を用いた。 

 

 

ＬA i  ：予測地点における設備機器からの低周波音音圧レベル［デシベル］ 

ＬWA ：設備機器の低周波音パワーレベル［デシベル］ 

ｒ  ：設備機器と予測地点間の距離［ｍ］ 

α  ：補正量［＝0 デシベル］ 

 

【複数音源の合成】 

予測地点における工業施設からの低周波音音圧レベルは、以下に示す複数音源による

低周波音音圧レベルの合成式を用いて算出した。 

 𝐿஺ = 10𝑙𝑜𝑔ଵ଴൫10௅ಲ೔భ/ଵ଴ + 10௅ಲ೔మ/ଵ଴ ∙∙∙ +10௅ಲ೔೙/ଵ଴൯ 
LA   ：予測地点における工業施設からの合成低周波音音圧レベル[デシベル] 

LA i 1、LA i 2～LA i n  ：予測地点における工業施設の設備機器ごとの低周波音音圧レベル[デシベル］ 

事業計画 

進出企業 

屋外音源の台数 

低周波音音圧レベル 

音源及び予測地点位置 

予測計算 

施設の稼働に伴う 
平坦特性音圧レベル 

 8log20 rLL WAAi
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③ 予測地域・地点 

「（3）施設の稼働に伴う騒音」と同様とした。 

 

④ 予測時期等 

各進出企業の事業活動が定常状態となる時期とした。 

 

⑤ 予測条件 

ア．音源の種類及び台数 

音源の種類及び台数については、低周波音の音源としては、屋外に設置されるルーフフ

ァンを設定した（ルーフファンの設定台数は、「(3)施設の稼働に伴う騒音の影響 ⑤予測条

件」を参照）。 

 

イ．低周波音音圧レベル 

ルーフファンの低周波音音圧レベルは、表 10.2.2-16 に示すとおりである。 

 

表 10.2.2-16 ルーフファンの低周波音音圧レベル 

音 源 特性 
1/3 オクターブバンド中心周波数（Hz） 

A.P. 
機側距離 

（m） 31.5 40 50 63 80 

ルーフファン 

平坦特性 

音圧レベル 
75 83 86 86 87 91.8 

1 
G 特性 

音圧レベル 
71 71 66 58 51 74.8 

注）G 特性音圧レベルは、文献に示される 31.5～80Hz の平坦特性音圧レベルから G 特性の基準レス
ポンスを用いて算出した。  

出典：「騒音制御工学ハンドブック」（平成 13 年 4 月、日本騒音制御工学会） 

 

⑥ 予測結果 

周辺住居における施設の稼働に伴う低周波音の予測結果（G 特性）は、表 10.2.2-17 に

示すとおり、39～41 デシベルである。 

 

表 10.2.2-17 施設の稼働に伴う低周波音の予測結果（G 特性） 

予測地点 
予測高さ 

(ｍ) 
予測結果 

(デシベル) 

北東側住居 
4.2（2F） 39 

1.2（1F） 39 

南東側住居 
4.2（2F） 41 

1.2（1F） 41 
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10.2.3 評 価 

（1）建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

① 評価方法 

ア．回避・低減の観点 

建設機械の稼働に伴う騒音の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかどうかを明らかにした。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

表 10.2.3-1(1)～(2)に示す整合を図るべき基準等と予測結果との比較を行い、整合が図

られているかどうかを明らかにした。 

 

表 10.2.3-1(1) 建設機械の稼働に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等（敷地境界） 

項 目 整合を図るべき基準等 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の
規制に関する基準」 
（昭和 43 年、厚生省・建設省告示第１号） 

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の
敷地の境界線において 85 デシベルを超える大きさ
のものでないこと。 

 

表 10.2.3-1(2) 建設機械の稼働に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等（計画地周辺） 

項 目 整合を図るべき基準等 

「騒音に係る環境基準について」 
（平成 10 年 環境省告示 64 号） 
「騒音に係る環境基準の類型を当てはめ
る地域の指定」 
（平成 11 年 埼玉県告示第 287 号） 

北東側住居：B 地域のうち道路に面する地域 
昼間（6:00～22:00）：65 デシベル 
 

南東側住居：B 地域のうち一般地域 
昼間（6:00～22:00）：55 デシベル 

 

② 評価結果 

ア．回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 

・ 建設機械は、低騒音型の建設機械の使用に努める。また、突発音の発生をできる限り抑

える。 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・ 建設機械の整備、点検を徹底する。 

・ 住宅等に近い箇所での工事では、必要に応じて仮囲い等の防音対策を講じる。 

したがって、建設機械の稼働に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回

避・低減が図られているものと考える。 
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イ．基準、目標等との整合の観点 

敷地境界上の最大値出現地点における建設作業騒音レベル（LA5）は、表 10.2.3-2 に示

すとおり 80 デシベルであり、整合を図るべき基準等を下回っている。 

周辺住居における合成騒音レベル（LAeq）は、表 10.2.3-3 に示すとおり 54～56 デシベ

ルであり、整合を図るべき基準等を下回っている。 

したがって、表 10.2.3-1（1）～（2）に示す整合を図るべき基準等との整合は図られている

ものと評価する。 

 

表 10.2.3-2 建設機械の稼働に伴う騒音の評価（LA5、敷地境界） 

予測地点 予測項目 
予測結果 
(デシベル) 

整合を図るべき 
基準等 

（デシベル） 

敷地境界上 
最大値出現地点 

LA5 80 85 

 

 

表 10.2.3-3 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果（LAeq、計画地周辺） 

予測地点 予測項目 

予測結果（デシベル) 整合を図る
べき 

基準等 
（デシベル） 

暗騒音 
レベル 

A 

建設作業 
騒音レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

北東側住居 
LAeq 

51 55 56 65 

南東側住居 47 53 54 55 
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（2）資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 

① 評価方法 

ア．回避・低減の観点 

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、または低減されているかどうかを明らかにした。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

表 10.2.3-4 に示す整合を図るべき基準等と予測結果との比較を行い、整合が図られて

いるかどうかを明らかにした。 

なお、現況において既に基準値を超過している地点については、現況の騒音レベルを著

しく悪化させないこととした。 

 

表 10.2.3-4 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等 

項 目 整合を図るべき基準等 

「 騒 音 に 係 る 環 境 基
準について」 
（平成 10 年 環境省
告示 64 号） 

予測地点 用途地域 類 型 

環境基準 

（デシベル） 

昼 間 

№1 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 
西 側 

№2 
東 側 

工業地域※ 幹 線 70 
西 側 

№3 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 
西 側 

№4 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 
西 側 

№5 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 
西 側 

注）※：用途地域は、川越都市計画用途地域の変更に伴い指定される予定の地域種別を適用した。 

 

② 評価結果 

ア．回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 

・ 資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行

管理に努める。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

・ 計画地内を走行する工事関係等の車両には徐行運転を義務付け、騒音を低減する。 

したがって、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる

限り回避・低減が図られているものと考える。  
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イ．基準、目標等との整合の観点 

資材運搬等の車両が走行する工事中交通量による騒音レベルは、表 10.2.3-5 に示すと

おり、№2 及び№3 が環境基準を超過しているが、現況交通量による騒音レベルで既に基準

値を超過しており、資材運搬等の車両による騒音増加レベルは 0.0～0.1 デシベルであり、

現況の騒音レベルを著しく悪化させることはない。 

したがって、「現況の騒音レベルを著しく悪化させないこととする」及び表 10.2.3-4 に示

す整合を図るべき基準等との整合は図られているものと評価する。 

 

表 10.2.3-5 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の評価（LAeq） 

予測地点 方向 

予測結果（デシベル） 
整合を 

図るべき 
基準等 

（デシベル） 

工事中基礎交通量 
による 

騒音レベル 
A 

工事中交通量 
による 

騒音レベル 
B 

資材運搬等の 
車両による 

騒音増加レベル 
B-A 

№1 
東 側※ 69 （69.4） 69 （69.4） 0.0 70 

西 側 69 （69.4） 70 （69.5） 0.1 70 

№2 
東 側※ 72 （72.2） 72 （72.2） 0.0 70 

西 側 72 （72.1） 72 （72.1） 0.0 70 

№3 
東 側 71 （70.5） 71 （70.6） 0.1 70 

西 側※ 71 （70.7） 71 （70.7） 0.0 70 

№4 
東 側 67 （66.7） 67 （66.7） 0.0 70 

西 側※ 65 （64.7） 65 （64.7） 0.0 70 

№5 
東 側 64 （63.6） 64 （63.6） 0.0 70 

西 側※ 60 （59.7） 60 （59.8） 0.1 70 

注）1．工事中基礎交通量による騒音レベルは、各地点における平日の現地調査結果とした。 
2．方向の欄の「※」 は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
3．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 
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（3）施設の稼働に伴う騒音の影響 

① 評価方法 

ア．回避・低減の観点 

施設の稼働に伴う騒音の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、

または低減されているかどうかを明らかにした。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

表 10.2.3-6(1)～(2)に示す整合を図るべき基準等と予測結果との比較を行い、整合が図

られているかどうかを明らかにした。 

なお、現況において既に基準値を超過している地点については、現況の騒音レベルを著

しく悪化させないこととした。 

 

表 10.2.3-6(1) 施設の稼働に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等（敷地境界） 

項 目 整合を図るべき基準等 

「埼玉県生活環境保全条例」 
（平成 13 年 埼玉県条例第 57 号） 

指定騒音工場等または作業場等において発生する騒
音に係る規制基準 

区域の区分：第 4 種区域（工業地域・工業専用地域） 
朝（6:00～8:00）     ：65 デシベル 
昼間（8:00～19:00） ：70 デシベル 
夕（19:00～22:00）  ：65 デシベル 
夜間（22:00～6:00） ：60 デシベル 

注）計画地は、川越都市計画用途地域の変更に伴い工業地域に指定される予定のため、区域の区分

は第 4 種区域とした。 

 

表 10.2.3-6(2) 施設の稼働に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等（計画地周辺） 

項 目 整合を図るべき基準等 

「騒音に係る環境基準について」 
（平成 10 年 環境省告示 64 号） 

北東側住居：B 地域のうち道路に面する地域 
昼間（6:00～22:00）：65 デシベル 
夜間（22:00～6:00）：60 デシベル 

南東側住居：B 地域のうち一般地域 
昼間（6:00～22:00）：55 デシベル 
夜間（22:00～6:00）：45 デシベル 

 

② 評価結果 

ア．回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 

・ 供用後の進出企業に対して騒音規制法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基

準を遵守させるとともに、必要に応じて防音対策の徹底等による未然の公害発生防止に

努めるよう指導する。 

したがって、施設の稼働に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・低

減が図られているものと考える。
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イ．基準、目標等との整合の観点 

敷地境界上最大値出現地点における施設の稼働に伴う騒音レベル（LA5）は、表 10.2.3-

7（1）に示すとおり、いずれの時間帯も 43 デシベルであり、整合を図るべき基準等を満足し

ている。 

計画地周辺における施設の稼働に伴う合成騒音レベル（LAeq）は、表 10.2.3-7(2)に示す

とおり、昼間 49～55 デシベル、夜間 50～55 デシベルであり、南東側住居の夜間で整合を

図るべき基準等を超過しているが、暗騒音レベルで既に環境基準を超過しており、また、施

設騒音レベルは暗騒音レベル及び環境基準値以下であるため、暗騒音レベルを著しく悪化

させることはない。 

したがって、施設から発生する騒音については、「現況の騒音レベルを著しく悪化させな

いこととする」及び表 10.2.3-6 に示す整合を図るべき基準等との整合は図られているものと

評価する。 

 

表 10.2.3-7(1) 施設の稼働に伴う騒音の評価（LA5、敷地境界） 

予測地点 
予測高さ

(m) 
予測項目 

予測結果 
(デシベル) 

整合を図る 
べき基準等 
（デシベル） 

敷地境界上 
最大値出現地点 

1.2 LA5 43 

朝   ：65 
昼間 ：70 
夕   ：65 
夜間 ：60 

注）時間区分：昼間 8 時～19 時、朝・夕 6 時～20 時、19 時～22 時、夜間 22 時～6 時 

 

表 10.2.3-7(2) 施設の稼働に伴う騒音の評価（LAeq） 

予測地点 
時間 
区分 

予測高さ 
(ｍ) 

予測
項目 

予測結果（デシベル） 
整合を図る
べき基準等 
（デシベル） 

暗騒音 
レベル 

A 

施設騒音 
レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

北東側 
住居 

昼 間 
4.2（2F） 

LAeq 

51 53 55 
65 

1.2（1F） 51 53 55 

夜 間 
4.2（2F） 52 51 55 

60 
1.2（1F） 52 51 55 

南東側 
住居 

昼 間 
4.2（2F） 47 43 49 

55 
1.2（1F） 47 43 49 

夜 間 
4.2（2F） 49 41 50 

45 
1.2（1F） 49 41 50 

注）1．時間区分：昼間 6 時～22 時、夜間 22 時～6 時 

2．表中の網掛けは、基準値超過を示す。  
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（4）供用時の自動車交通の発生に伴う騒音の影響 

① 評価方法 

ア．回避・低減の観点 

供用時の自動車交通の発生に伴う騒音の影響が、事業者により実行可能な範囲内でで

きる限り回避され、または低減されているかどうかを明らかにした。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

表 10.2.3-8 に示す整合を図るべき基準等と予測結果との比較を行い、整合が図られて

いるかどうかを明らかにした。 

なお、現況において既に基準値を超過している地点については、現況の騒音レベルを著

しく悪化させないこととした。 

 

表 10.2.3-8 自動車交通の発生に伴う騒音に係る整合を図るべき基準等 

項 目 整合を図るべき基準等 

「 騒 音 に 係 る 環 境 基
準について」 
（平成 10 年 環境省
告示 64 号） 

予測地点 用途地域 類 型 

環境基準 

（デシベル） 

昼 間 夜 間 

№1 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 65 
西 側 

№2 
東 側 

工業地域※ 幹 線 70 65 
西 側 

№3 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 65 
西 側 

№4 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 65 
西 側 

№5 
東 側 

用途地域の定めのない地域 幹 線 70 65 
西 側 

注）※：用途地域は、川越都市計画用途地域の変更に伴い指定される予定の地域種別を適用した。 

 

② 評価結果 

ア．回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 

・ 供用後の進出企業に対して関連車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的

かつ効率的な運行管理に努めるよう指導する。 

・ 供用後の進出企業に対して関連車両の整備、点検を徹底するよう指導する。 

・ 供用後の進出企業に対して関連車両のアイドリングストップを徹底するよう指導する。 

したがって、自動車交通の発生に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り

回避・低減が図られているものと考える。  
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イ．基準、目標等との整合の観点 

関連車両が走行する将来交通量による騒音レベルは、表 10.2.3-9 に示すとおりである。

№1 の昼間、№4 及び№5 の昼夜を除き、環境基準を超過しているが、将来基礎交通量によ

る騒音レベルで既に基準値を超過しており、基準を超過している地点における関連車両に

よる騒音増加レベルは 0.1～0.5 デシベルであり、将来基礎交通量による騒音レベルを著し

く悪化させることはない。 

したがって、「現況の騒音レベルを著しく悪化させないこととする」及び表 10.2.3-8 に示

す整合を図るべき基準等との整合は図られているものと評価する。 

 

表 10.2.3-9 自動車交通の発生に伴う騒音の評価（LAeq） 

予測 
地点 

時間 
区分 

方 向 

予測結果（デシベル） 
整合を 

図るべき 
基準等 

（デシベル） 

将来基礎交通量 
による 

騒音レベル 
A 

将来交通量 
による 

騒音レベル 
B 

関連車両 
による 

騒音増加レベル 
B-A 

№1 

昼 間 
東側※ 69 (69.4) 70 (69.5) 0.1 

70 
西側 69 (69.4) 70 (69.5) 0.1 

夜 間 
東側※ 68 (67.6) 68 (67.7) 0.1 

65 
西側 68 (67.5) 68 (67.6) 0.1 

№2 

昼 間 
東側※ 71 (71.2) 72 (71.6) 0.4  

70 
西側 72 (72.1) 72 (72.4) 0.3  

夜 間 
東側※ 69 (68.8) 69 (69.3) 0.5  

65 
西側 70 (69.5) 70 (69.9) 0.4  

№3 

昼 間 
東側 71 (70.5) 71 (70.6) 0.1  

70 
西側※ 71 (70.7) 71 (70.8) 0.1  

夜 間 
東側 69 (68.8) 69 (69.0) 0.2  

65 
西側※ 69 (68.8) 69 (69.0) 0.2  

№4 

昼 間 
東側 67 （66.7） 67 （66.9） 0.2 

70 
西側※ 65 （64.7） 65 （64.9） 0.2 

夜 間 
東側 63 （62.9） 63 （63.3） 0.4 

65 
西側※ 61 （60.7） 61 （61.1） 0.4 

№5 

昼 間 
東側 64 （63.6） 64 （63.9） 0.3 

70 
西側※ 60 （59.7） 60 （60.1） 0.4 

夜 間 
東側 58 （57.8） 59 （58.8） 1.0 

65 
西側※ 53 （53.3） 55 （54.5） 1.2 

注）1．時間区分：昼間6時～22時、夜間22時～6時 
2．方向の欄の「※」は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
3．№2の将来基礎交通量による騒音レベルについては、現地調査を実施した東側についても

供用時の道路幅員で求めた値である。 
4．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 
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（5）施設の稼働に伴う低周波音の影響 

① 評価方法 

ア．回避・低減の観点 

施設の稼働に伴う低周波音の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、または低減されているかどうかを明らかにした。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

表 10.2.3-10 に示す整合を図るべき基準等と予測結果との比較を行い、整合が図られて

いるかどうかを明らかにした。 

 

表 10.2.3-10 施設の稼働に伴う低周波音に係る整合を図るべき基準等 

項 目 整合を図るべき基準等 

ISO-7196（超低周波音の心理的・生理
的影響の特性評価） 

感覚閾値 100 デシベル（G 特性音圧レベル） 

 

② 評価結果 

ア．回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、以下の措置を講じることで、低周波音の影響の回避・低減に

努める。 

・ 供用後の進出企業に対して各設備機器の堅固な取り付け、適正な維持・管理を行い、

低周波音の発生防止に努めるよう指導する。 

したがって、施設の稼働に伴う低周波音の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減

されているものと考える。 

 

イ．基準、目標等との整合の観点 

施設の稼働に伴う低周波音音圧レベル（G 特性）は、表 10.2.3-11 に示すとおり、39～41

デシベルであり、整合を図るべき基準等を満足している。 

したがって、表 10.2.3-10 に示す整合を図るべき基準等との整合は図られているものと評

価する。 

 

表 10.2.3-11 施設の稼働に伴う低周波音の評価（G 特性） 

予測地点 
予測高さ 

(ｍ) 
予測結果 

(デシベル) 

整合を図るべき 
基準等 

（デシベル） 

北東側住居 
4.2（2F） 39 

100 
1.2（1F） 39 

南東側住居 
4.2（2F） 41 

1.2（1F） 41 

 

 

 






